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開会 午前１０時００分 

○議長（阿部 寛治） おはようございます。 

  すみませんが、私、マスクをとらせていただきます。 

  本日は、松田國守議員 が病気加療のため欠席ですが、定足数に達していますの

で、開議は成立いたします。 

  なお、本日は、広報ささぐり担当者の写真撮影を許可しております。 

  ただいまから、令和３年第１回篠栗町議会定例会を開会いたします。 

  本日の会議を開きます。 

  本日の日程は、タブレットに掲載の議事日程のとおりでございます。 

  これより日程に従い、議事を進めます。 

  日程第１、「会議録署名議員の指名」を行います。 

  会議録署名議員は、会議規則第１２７条の規定により、議長において、 

１番、岩下勝正議員、２番、藤木高裕議員を指名いたします。 

  日程第２、「会期の決定の件」を議題といたします。 

  お諮りいたします。 

  本定例会の会期は、本日から３月１６日までの１３日間にしたいと思います。 

  これに、ご異議ありませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（阿部 寛治） 異議なしと認めます。 

  したがいまして、会期は、本日から３月１６日までの１３日間に決定いたしまし

た。 

  日程第３、「議案の上程」をいたします。 

  本定例会に提出されております議案は、議案第３号から議案第２９号までの計２

７議案でございます。 

  それでは、議案第３号から議案第２９号までを一括議題といたします。 

  町長に一括して、提案理由の説明を求めます。 

  三浦町長。 

○町長（三浦 正） 皆さんおはようございます。 

  本日、令和３年第１回定例会を招集いたしましたところ、公私ともご多忙の中、

ご出席賜り誠にありがとうございました。 

  それでは、提案理由の説明の前に令和３年度の施政方針について、しばらくお時

間をいただきまして、述べたいと思います。その前に、篠栗町内において発生いた
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しました保護責任者遺棄致死事件について、一昨日報道がなされました。改めて、

食事を十分に与えられず衰弱死した男児に哀悼の意を表しますとともに、今後こう

した事件を未然に防ぐためにどのように対応していくべきか、関係各方面としっか

り検証しなければならないと考えております。後刻、全員協議会で詳細をご報告い

たします。 

  新型コロナウイルス感染症の拡大につきまして申し上げます。 

福岡県においては、首都圏を除く他の５府県とともに２月２８日で非常事態宣言

が解除されましたが、首都圏では宣言が継続中であり、まだまだ予断を許さない極

めて深刻な状況が続いております。 

  そうした中、福岡県町村会では、先の定期大会において、「新型コロナ感染拡大

は、国民生活及び社会経済活動にきわめて深刻な影響をもたらしており、我が国の

最優先課題として、国、県ともに対応し、対策に全力で取り組む必要がある。」と

決議いたしました。 

  本町におきましても、ワクチンのスムーズな接種を令和３年度の最重要課題と位

置づけ、できるだけ早い時点での町内医療機関での個別接種と５月９日以降の集団

接種をスタートさせるための準備を急いでおります。詳細は、本定例会の会期中、

健康課長から説明をいたしますのでよろしくお願いいたします。 

  私は、毎年、３月定例会の施政方針を述べる際、日本の原点である町村のあり方

について述べている町村会の決議文を引用しております。それは、行政を預かる者

にとってしっかりと心に留め置かなければいけないという思いにほかなりません。 

  今年も繰り返します。 

  「町村は住民に最も身近な行政主体として、住民が生活を営むための基礎的サー

ビスから多種多様なサービスの提供と国土・自然環境の保全、食料の安定供給や水

資源の涵養等の公益的機能に加え、我が国の伝統・文化の継承など人々の心のより

どころとしても重要な役割を果たし続けている。 

  我々町村長は、このような状況を踏まえ、相互の連携を一層強固なものとすると

ともに、自らの変革を厭うことなく不断の決意と揺るぎない信念を持って、直面す

る困難な課題に積極果敢に取り組み、自らが知恵を絞り、住民と一体となって地域

特性や資源を活かした施策を展開し、豊かな住民生活と個性溢れる多様な地域づく

りにまい進するとともに、安全・安心で活力と潤いのある町村の実現を目指すこと

ができるよう行財政基盤の強化を図ることが必要である。」 

  令和２年度の福岡県町村長大会では、１６の決議項目を掲げました。 
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  今年度１番目は言うまでもなく、新型コロナ会感染症の拡大防止に向けた発信で

あります。 

  「新型コロナウイルス感染症の拡大防止とコロナ下、コロナ後の社会を見据えた

万全な経済対策の実施を図ること。また、新型コロナウイルスワクチン接種につい

ては、実施主体である町村との情報共有を図り、財政支援を含めた必要な措置を講

じること」 

  そのほかにも、 

「地方の情報通信基盤の整備を加速化し、デジタル社会を推進すること」 

  「少子化の進行に対応した子育て支援・医療・保健・福祉施策を強力に推進する

こと。特に、幼児教育・保育の無償化の円滑な実施に当たっては、国の責任におい

て必要な財源を確保することなど万全の措置を講じること」を新たに加え、令和３

年度の福岡県町村会の２９町村が進むべき方向性を示しました。 

  さて、令和２年度は、新型コロナ感染防止のため、ほとんどの社会経済活動を停

止せざるを得ないという大変な１年でございました。本町におきましても、季節ご

とに恒例となっていた町の事業や地域の行事、学校関係のイベントも大きく規模を

縮小したり中止したりするという事態となりました。 

  令和３年度は、４月の春らんまんハイキングは、残念ながら事前準備ができず、

令和２年度に引き続き中止といたしましたが、５月以降の事業や各種行事につきま

しては、何とか工夫を凝らして、希望を縮小してでも開催したいと考えております。 

  また、各区行事においても工夫して開催していただけるよう、役場がしっかりフ

ォローしたいと昨日の区長会で伝えております。 

  希望者へのワクチン接種完了という大きな使命を全うしつつも、篠栗らしさを取

り戻すために、活気を持続するためにも、何とか知恵を絞って取り組んでまいりた

いと考えますのでどうぞよろしくお願いいたします。 

  篠栗町地方創生「第２期篠栗町まち・ひと・しごと創生総合戦略」が令和２年度

からスタートいたしました。 

  「篠栗北地区産業団地整備」は、造成を完了し、６区画の進出企業も固まりまし

た。あとは、令和５年４月の操業開始を目指して、秋にも一部工事が始まります。

個性ある様々な食品系工業団地の形成と、それらを目当てに人の行き来を演出する

未来志向のシンボルゾーンを形成するために、４月から進出予定企業の皆様としっ

かりとグランドデザインを創り上げようと考えております。 

  税収増加や雇用機会の増大と働き手世代人口の流入等による自主財源比率の向上
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を図る大きな力となると考えております。 

  平成３０年度からスタートした第６次総合計画「ささぐり みんなの羅針盤」と

併せて、「第２期篠栗町まち・ひと・しごと創生総合戦略」によって引き続き国の

ビジョンに沿った取り組み、即ち、「２０６０年の篠栗町人口ビジョン目標２万９,

０００人」に向けた人口の底上げを図ることができる見込みでございます。 

  今年度も引き続き、篠栗町新時代に向けた様々な取り組みを全力で推進すること

としておりますので何とぞよろしくお願いいたします。 

  では、令和３年度事業につきまして、課ごとで取り組もうとしているポイントを

説明いたします。 

  まず、議会におかれましては、議会の活性化に向けた様々な取り組みに対し心か

ら敬意を表します。タブレット端末による議会のペーパーレス化は、最近多くの自

治体で追従する動きが進んでおります。 

  取手市議会では、タブレットを利用したリモートによる委員会の開催や現地視察

を行うなど、工夫を凝らして取り組んでいるとの新聞記事がございました。 

  議会事務局におかれましては、委員会会議録等の積極公開の検討も進めるとの提

案もいただいており、加えて更なる先進的な議会を目指して情報収集をお願いして

いただければありがたいと考えております。 

  総務費では、総務課・財政課・まちづくり課・会計課・税務課・収納課・住民課

が関わっております。 

  総務課では、懸案の総合計画「ささぐり みんなの羅針盤」の基本方針８に掲げ

ておりました役場職員の地域サポーターの配置について、各区２名、校区ごとの統

括３名の４５名を人選し、できるだけ早期に設置すべく準備を進めております。 

  また、地域防災計画の改定に着手いたします。 

  次に、財政課についてでございます。 

  財政課では、昨年から引き続き、中・長期の財政計画の素案策定を進めておりま

す。総合計画や都市計画マスタープラン、第２期篠栗町まち・ひと・しごと創生総

合戦略に謳い込んだ様々な取り組みの実現過程で、財政状況がどのように動いてい

くのか、更に検証を加えて議会にご報告したいと考えております。 

  まちづくり課においては、篠栗北地区産業団地におけるまちづくりのグランドデ

ザインの構築を進めます。 

  また、ふるさと寄附金は、昨年度の当初予算額から１億円上乗せし、１億５,０

００万円を目標として、返礼品のメニュー開発を進めます。 
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  これまでのＳＮＳに加えて、ＬＩＮＥやｄボタンを活用した情報発信に取り組み、

多くのツールで町民の皆様へ早く正確な情報を提供できるよう推進いたします。 

  会計課におきましては、出納事務のＯＡ化を推進し、事務処理の短縮と確実性の

向上を図り、事務ミスを起こさない体制づくりを更に強化いたします。 

  税務課、収納課につきましては、これまでどおり税の適正かつ公正な課税を目指

すとともにキャッシュレス納税を推進することによって、徴収率向上への取り組み

を推進してまいります。 

  また、事務の効率化に積極的に取り組みます。 

  住民課でございます。 

  令和３年度は、和田地区の住居表示を１１月６日から実施いたします。 

  また、マイナンバーカード交付率向上のため体制を充実させ、できるだけ早い時

期に５０％以上の交付を目指します。 

  民生費・衛生費は、福祉課・こども育成課・健康課・都市整備課環境係が所管し

ております。 

  福祉課におきましては、福岡工業大学との共同研究事業として「ささぐり元気も

ん活動」に取り組みます。これは、前期高齢者を対象にアンケートと体力測定を実

施し、その後の追跡調査により効果的な介護予防事業を研究し、町の高齢者の健康

寿命の延伸につながる取り組みでございます。 

  天空会館の空調につきましては、昨年度に引き続き一部のゾーンを更新いたしま

す。次年度までで事業を完了する予定でございます。 

  こども育成課では、子ども家庭総合支援拠点を設置し、全ての子ども・家庭の相

談に対応する体制を整えます。 

  昨年からの継続事業でございますが、保育所の待機児童解消対策として篠栗幼稚

園の一部を民営化し、令和５年４月の認定こども園開園に向けた整備を引き続き行

います。 

  放課後児童クラブの支援単位を増設し、待機児童の解消を図ります。 

  次に、健康課についてでございます。 

  既に、２月から新型コロナウイルス感染症対策に伴うワクチン接種推進室を設置

し、１年間かけて希望する町民に２回のワクチン接種を完了することを目指してお

ります。 

  福岡市が先行して行っている不妊治療のための補助を糟屋地区でも何らかの取り

組みをしようと、糟屋地区市町長協議会で取り決めをいたしました。篠栗町では、
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一般不妊治療に対する補助を新設いたします。 

  都市整備課環境係が所管しておりますクリーンパークについては、次期処理施設

移行のための具体的な計画作成と関係自治体・地域への説明、協議をスタートして

おり、須恵町・粕屋町と連携を取りながら遅滞なく計画を進めてまいります。３月

２３日に次期処理施設をクリーンパーク内に建設するための地元説明会を開催いた

します。 

  次に、農林水産業費・商工費の所管であります産業観光課の取り組みについて申

し上げます。 

  令和２年４月から事務局の民間委託を開始した篠栗町観光協会は、様々な新しい

取り組みを提案しつつ、篠栗町の観光キーステーションとして足固めをしていると

ころでございます。新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金を使った密

を避けるためのお遍路カフェの開設や、秋に行っていた九州森林スポーツフェスタ

に代わるトレイルラン大会の実施など、篠栗町の環境を活用した企画を練ってもら

っているところでございます。 

  昨年度、新型コロナ感染症対策の観点から実施できなかった森林セラピー基地篠

栗１０周年記念イベントを、この秋にセラピーウォーキング月間として、観光協

会・森の風篠栗（森林セラピー基地案内人の会）、この二つの会と共同して実施し

たいと考えております。 

  消費者行政については、福岡県消費者行政活性化基金事業を活用し、啓発活動、

消費者生活相談業務の機能強化を推し進めてまいりました。今後も「粕屋中南部広

域消費生活センター」を拠点に、継続して相談者の対応に努めてまいります。 

  次に、都市整備課が所管しております土木費について述べます。 

  令和３年度は、災害対策のための水路改修工事の継続をはじめ、側溝整備や道路

維持補修など、例年どおりの取り組みを行うこととしております。 

  本年度も区からの要望を聞きながら、優先順位を決めて実施いたします。 

  教育費は、学校教育課、社会教育課が所管しております。 

  学校教育課でございます。 

  令和２年度は、国のＧＩＧＡスクール構想に基づき、電子黒板や書画カメラ、１

人１台のタブレット端末の配置を完了いたしました。令和３年度は、これらのＩＣ

Ｔ機器をしっかりと活用できるよう、各学校における校内研修や町の研修を充実さ

せ、ＧＩＧＡスクール構想の推進を図ってまいります。 

  社会教育課では、地域学校協働活動の推進に取り組みます。 
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  これは、地域全体で子どもたちの成長を支えるとともに、学校を核とした、より

よい地域社会を創ることを目的とし、地域と学校が連携・協働して行う様々な活動

をコーディネートする「地域学校協働活動推進員」を配置し、併せて、その体制の

拠点となる「篠栗町地域学校協働本部」を整備するものでございます。 

  また、カブトの森公園テニスコートのＬＥＤ化工事を、教育債を活用して行いま

す。 

  上下水道課が所管しております水道事業において、令和２年度から、施設・管路

更新の５か年計画を進めていますが、令和３年度は、金出地区、尾仲大柳地区の配

水管更新工事を継続して進めます。 

  また、老朽化している第１浄水場建て替えについて具体的な計画を策定すること

としております。 

  以上、令和３年度の各課の主な取り組みについて説明いたしました。 

  諸施策取り組みに当たっては、これまで同様、職員一丸となって努力してまいる

ことをお約束いたします。詳細は、当初予算特別委員会においてご説明申し上げま

す。 

  私自身も、これまでどおり、自らが率先して関係方面との折衝・対応にあたり、

町政発展のために邁進する所存でございますので、議会におかれましても、引き続

き、篠栗町の発展のためにご尽力賜りますよう何とぞよろしくお願いいたします。 

  続きまして、本定例会に提案しております議案第３号から議案第２９号までの２

７議案について説明をいたします。 

  議案第３号は、「副町長の選任について」であります。 

  本議案は、松田秀幹副町長が、令和２年１１月１９日に逝去され空席となってお

りましたために、令和３年４月１日から新たに副町長として、大塚哲雄氏を選任す

ることについて、地方自治法第１６２条の規定により、議会の同意を求めるもので

ございます。 

  議案第４号は、「篠栗町監査委員の選任について」であります。 

  本議案は、今長谷潔監査委員が、令和３年３月３１日をもって任期満了となるた

め、新たに監査委員として 石内清之氏を選任することについて、地方自治法第１

９６条の規定により、議会の同意を求めるものであります。 

  議案第５号は、「人権擁護委員の推薦につき意見を求めることについて」であり

ます。 

  本議案は、現委員の十時和子氏が、令和３年６月３０日をもって任期満了となる



－ 8 －

ため、再任の候補者として法務大臣に推薦することについて、人権擁護委員法第６

条第３項の規定により、議会の意見を求めるものであります。 

  議案第６号は、「篠栗町農業委員会委員の任命について」であります。 

  本議案は、篠栗町農業委員会委員１名が、令和２年１２月１９日をもって辞職と

なったため、新委員として 平井眞澄氏を任命することについて、農業委員会等に

関する法律第８条第１項の規定により、議会の同意を求めるものであります。 

  議案第７号は、「押印の見直しに伴う関係条例の整備に関する条例の制定につい

て」であります。 

  本議案は、デジタル時代を見据えたデジタルガバメントの実現のために、また、

住民にとってより効率的かつ簡素な申請を実現するための押印見直しの実施のため、

本条例を制定するものであります。 

  制定の主な内容は、書類等の押印について削除が適当とした箇所を改めるもので

あります。 

  議案第８号は、「篠栗町附属機関に関する条例の一部を改正する条例の制定につ

いて」であります。 

  本議案は、個別の条例等で規定されていた附属機関を本条例中に掲載し明確化を

行うため、本条例の一部を改正するものであります。 

  改正の主な内容は、町長及び教育委員会の附属機関として、委員会や審査会等を

規定するものであります。 

  議案第９号は、「特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例

の一部を改正する条例の制定について」であります。 

  本議案は、特別職の職員で非常勤のものの報酬について、本条例中に報酬額を掲

載し明確化を行うため、本条例の一部を改正するものであります。 

  改正の主な内容は、特別職非常勤職員のうち、報酬額が予算に定められた範囲内

として規定されていた職員について、各区分に応じた報酬額を規定するものであり

ます。 

  議案第１０号は、「篠栗町一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条

例の制定について」であります。 

  本議案は、監査委員事務局を単独で設置することに伴い、監査委員事務局長が置

かれることになり、事務局長の職務及び級の明確化を行うため、本条例の一部を改

正するものであります。 

  改正の内容は、級別標準職務表の６級に規定されている「議会事務局長」を「事
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務局長」に改めるものであります。 

  議案第１１号は、「篠栗町国民健康保険条例の一部を改正する条例の制定につい

て」であります。 

  本議案は、新型インフルエンザ等対策特別措置法等の一部を改正する法律が令和

３年２月３日に公布され、令和３年２月１３日から施行されたことに伴い、所要の

規定を整備するため、本条例の一部を改正するものであります。 

  改正の内容は、「新型コロナウイルス感染症」の定義を引用している「新型イン

フルエンザ等対策特別措置法附則第１条の２第１項」が削られたことに伴う規定の

整備であります。 

  議案第１２号は、「篠栗町地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例

の一部を改正する条例の制定について」であります。 

  本議案は、昨年、都市計画決定を行った高田地区地区計画の地区整備計画区域内

における建築物の用途、構造及び敷地に関する制限規定等を本条例に追加すること

により、当該区域における地区計画の目標に即した適正かつ合理的な土地利用を図

り、健全かつ良好な都市環境を確保するため、本条例の一部を改正するものであり

ます。 

  議案第１３号は、「財産の処分について」であります。 

  本議案は、企業誘致を図るため、篠栗北地区産業団地開発事業において造成した

土地を工場等の用地として売却するものであります。 

  この度、売却の相手方と立地協定を締結し、土地の売却について仮契約を結びま

したので、篠栗町議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例

第３条の規定により、議会の議決を求めるものであります。 

  所在地は、篠栗町彩り台３４６番１１。 

  面積は、１万６,８２４.８６平方メートル。 

  売却額は、８億３,４５１万３,０５６円。 

  売却方法は、随意契約とし、売却の相手方は、株式会社 久原本家食品 代表取締

役 河邉哲司であります。 

  なお、本議案は、令和２年３月中に売却を完了するための手続期間を確保するた

め、本日ご審議いただき、採決をお願いしたいと考えております。 

  何とぞ、お取り計らいをよろしくお願いいたします。 

  議案第１４号は、「町道の廃止について」であります。 

  本議案は、路線の整理再編成のため、現状の町道を一括廃止するものであります。 



－ 10 －

  今回、道路台帳の全体見直しを進め、一部の町道については、路線の現状や維持

管理の状況を鑑み、起終点の変更や路線自体の廃止を行うもので、路線番号の繰り

上がりや名称の変更などが発生することから、一括廃止を行うものであります。 

  議案第１５号は、「町道の認定について」であります。 

  本議案は、路線の整理再編成のため、現状の町道を一括認定するものであります。 

  今回、道路台帳の全体見直しを進め、一部の町道については、路線の現状や維持

管理の状況を鑑み、起終点の変更や路線自体の廃止を行うもので、路線番号の繰り

上がりや名称の変更なども発生することから、一括廃止後、新たに認定の手続きを

行うものであります。 

  議案第１６号は、「字の区域の変更及び町（丁目）の区域の設定について」であ

ります。 

  本議案は、住居表示の実施予定区域において、字の区域の変更及び町（丁目）の

区域を設定するため、地方自治法第２６０条第１項の規定により、議会の議決を求

めるものであります。 

  なお、当該「字の区域の変更及び町（丁目）の区域の設定に係る案」については、

住居表示に関する法律第５条の２第１項に規定する公示を本年１月４日に実施し、

当該案に対する同条第２項に規定する変更の請求が、公示の日から３０日を経過す

る日までになされることはありませんでした。 

  議案第１７号は、「福岡県市町村職員退職手当組合を組織する地方公共団体の数

の増加及び福岡県市町村職員退職手当組合規約の変更について」であります。 

  本議案は、令和３年４月１日から、田川地区広域環境衛生施設組合が新規設置に

より、福岡県市町村職員退職手当組合に加入することに伴い、福岡県市町村職員退

職手当組合を組織する地方公共団体の数を増やし、福岡県市町村職員退職手当組合

規約を変更するため、地方自治法第２９０条の規定により、議会の議決を求めるも

のであります。 

  議案第１８号は、「糟屋郡篠栗町外一市五町財産組合規約の一部変更に関する協

議について」であります。 

  本議案は、糟屋郡篠栗町外一市五町財産組合の事務所の位置を住居表示の実施に

伴い変更するため、当該組合の規約の一部変更に関し構成団体と協議することにつ

いて、地方自治法第２９０条の規定により、議会の議決を求めるものであります。 

  議案第１９号は、「須恵町外二ヶ町清掃施設組合規約の変更について」でありま

す。 
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  本議案は、須恵町外二ヶ町清掃施設組合が所管する施設周辺の環境問題に対し、

迅速かつ的確に当該組合の事業として対処することを目的として、当該組合で環境

整備に関する業務を新しく共同処理することから、須恵町外二ヶ町清掃施設組合規

約を変更する必要が生じたため、地方自治法第２９０条の規定により、議会の議決

を求めるものであります。 

  議案第２０号から議案第２３号までの４議案は、「令和２年度補正予算」であり

ます。 

  議案第２０号は、「令和２年度篠栗町一般会計補正予算（第９号）について」で

あります。 

  当該補正予算は、令和２年度篠栗町一般会計予算に歳入歳出それぞれ８億４,８

９８万３,０００円を追加し、予算の総額を歳入歳出それぞれ１５０億１,５５４万

９,０００円とするものであります。 

  まず、主な歳入につきましては、地方交付税を８,０９８万７,０００円増額し、

分担金及び負担金を２,９９７万２,０００円、使用料及び手数料を８００万円、国

庫支出金を１,５８６万５,０００円、県支出金を３,６２４万７,０００円、繰入金

を２億円それぞれ減額し、町債を１０億７,３９５万８,０００円追加するものであ

ります。 

  主な歳出につきましては、総務費におきましては、特別定額給付費といたしまし

て、給付金額の確定等で９４３万円を減額するものであります。 

  民生費におきましては、社会福祉総務費といたしまして、社会福祉協議会補助金

を１,１３５万３,０００円減額し、障がい者福祉費といたしまして、自立支援サー

ビス給付費を４,２００万円追加するものであります。 

  衛生費におきましては、予防費といたしまして、予防事業委託料等を１,８８０

万４,０００円減額し、総合保健福祉センター運営費といたしまして、施設整備工

事を９,５００万円減額し、塵芥処理費といたしまして、須恵町外二ヶ町清掃施設

組合負担金を塵芥分・し尿分と合わせて３,０３９万３,０００円を減額するもので

あります。 

  また、諸支出金におきましては、繰出金といたしまして、北地区産業団地整備事

業特別会計繰出金を１１億５,６５０万円追加するものであります。 

  その他、歳出の補正につきましては、主に事業費の確定、入札残、経費節減等の

執行残による減額補正であり、歳入につきましては、補助金などの確定に伴う財源

更正であります。 
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  次に、繰越明許費につきましては、観光拠点開設支援事業等につきまして、総額

２,８５３万８,０００円を追加するものであります。 

  最後に、地方債につきましては、借入れ限度額を変更するものといたしまして、

緊急防災・減災事業債を９,５００万円減額し、新たに減収補填債を１,２４５万８,

０００円、地方道路等整備事業債を２億３,０３０万円、一般単独事業債を９億２,

６２０万円それぞれ追加するものであります。 

  議案第２１号は、「令和２年度篠栗町国民健康保険特別会計補正予算（第５号）

について」であります。 

  当該補正予算は、令和２年度篠栗町国民健康保険特別会計予算から、歳入歳出そ

れぞれ８８０万６,０００円を減額し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ２

８億８,８６９万３,０００円とするものであります。 

  歳出では、出産育児一時金４２０万円、受診勧奨委託料４６０万６,０００円を

実績等に基づき減額補正するものであります。 

  歳入では、一般被保険者国民健康保険税４２０万円、保険給付費等交付金４６０

万６,０００円の減額補正のほか、予算整理をするものでございます。 

  議案第２２号は、「令和２年度篠栗町後期高齢者医療特別会計補正予算（第４

号）について」であります。 

  当該補正予算は、令和２年度篠栗町後期高齢者医療特別会計予算から、歳入歳出

それぞれ５７９万２,０００円を減額し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ

４億２,５６６万２,０００円とするものであります。 

  実績見込みにより、歳出では、後期高齢者医療広域連合納付金５７９万２,００

０円の減額補正。 

  歳入では、後期高齢者医療保険料のうち、特別徴収保険料７７３万４,０００円

を増額補正し、普通徴収保険料１,３５２万６,０００円を減額補正するものであり

ます。 

  議案第２３号は、「令和２年度篠栗町篠栗北地区産業団地整備事業特別会計補正

予算（第２号）について」であります。 

  当該補正予算は、令和２年度篠栗町篠栗北地区産業団地整備事業特別会計予算に、

歳入歳出それぞれ２億１,１５１万３,０００円を増額し、歳入歳出予算の総額を歳

入歳出それぞれ２７億１,６７２万６,０００円とするものであります。 

  また、債務負担行為の補正も行うものであります。 

  主な歳入につきましては、土地売払収入９億４,４９８万８,０００円を減額し、
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一般会計繰入金１１億５,６５０万円を増額するものであります。 

  主な歳出につきましては、篠栗北地区産業団地開発事業費５,８９４万６,０００

円を減額し、償還金利子及び割引料２億７,０４５万９,０００円を増額するもので

あります。 

  債務負担行為につきましては、不動産取引に関する付帯業務委託におきまして、

債務負担行為の期間を令和３年度に変更するものであります。 

  議案第２４号から議案第２９号までの６議案は、令和３年度の各会計の当初予算

であります。 

  議案第２４号は、「令和３年度篠栗町一般会計予算について」であります。 

  予算総額は、１０３億１,１９５万６,０００円で、前年度当初予算に対し２億７,

２７０万８,０００円、２.７％増額となっております。 

  前年度予算との主な相違点のうち、増額要因といたしましては、ふるさと寄附金

に対する返礼品、天空会館空調設備工事、障がい者福祉及び児童福祉のサービスに

係る経費、新型コロナウイルスワクチン接種事業費、篠栗小学校屋上防水改修工事、

児童館ＬＥＤ化工事、カブトの森公園テニスコートＬＥＤ化工事などであります。 

  また、減額の要因といたしましては、オアシス篠栗空調機器更新工事の終了など

であります。 

  なお、令和３年度の予算編成につきましては、新型コロナウイルスによる経済状

況の悪化や、個人所得の減少による生活困窮者の増加からの回復を目指し、感染防

止策をしっかり講じながら、「新たな日常」に対応し、経済活動レベルを段階的に

引上げていくフェーズとして、前年度同様、第６次総合計画「ささぐり みんなの

羅針盤」を踏まえて、限られた歳入財源を有効利用できる事業を選択し、歳出削減

に努めております。 

  それでは、歳入歳出の主なものをご説明いたします。 

  歳入の主なものといたしましては、まず、町税では、新型コロナウイルスによる

経済状況の悪化に基づき、対前年度比５,８０３万８,０００円減の３１億２,８２

３万円を計上するものであります。 

  次に、地方交付税は、普通交付税におきまして、対前年度比１,０１１万１,００

０円増の１７億７,４３２万３,０００円を計上するものであります。 

  次に、幼児教育及び保育等の無償化に伴う保育所等の保護者負担金や幼稚園使用

料の減額などにより、分担金及び負担金は、対前年度比２,７６５万８,０００円減

の９,５３７万７,０００円。 
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  使用料及び手数料は、対前年度比７００万９,０００円増の１億３,０００万８,

０００円を計上するものであります。 

  次に、国庫支出金は、新型コロナウイルスワクチン接種事業費に係る国庫負担金

などにより、対前年度比３億４,３１４万３,０００円増の１６億５,９４８万円を

計上するものであります。 

  次に、県支出金は、障がい者福祉及び児童福祉サービスに係る県費負担金などに

より、対前年度比１,９５６万１,０００円増の９億１,３２３万４,０００円を計上

するものであります。 

  次に、寄附金は、ふるさと納税寄附金の増加に伴い、対前年度比１億円増の１億

５,０００万円を計上するものであります。 

  次に、繰入金は、基金及び特別会計からの繰入れを行うもので、対前年度比２０

６万５,０００円増の９億２０６万５,０００円を計上するものであります。 

  次に、諸収入は、対前年度比５３１万８,０００円増の１億８,１０８万円を計上

するものであります。 

  最後に、町債は、緊急防災・減災事業債の減額などにより、対前年度比１億４,

０５８万３,０００円減の４億７,７５８万５,０００円を計上するものであります。 

  続きまして、歳出の主なものといたしましては、まず、総務費といたしまして、

行政事務包括委託２億２,４５１万７,０００円、ふるさと納税返礼品６,０００万

円、住居表示実施に係るシステム対応業務委託１,３７４万８,０００円など、前年

度比８９０万４,０００円増の１４億１,０３１万９,０００円を計上するものであ

ります。 

  次に、民生費におきましては、天空会館空調設備工事１,６５１万５,０００円、

県介護保険広域連合費３億２,１８９万４,０００円、自立支援サービス給付６億９,

２１６万円、後期高齢者医療療養給付費負担金３億２,６９６万８,０００円、児童

運営費委託料９億６,０７９万４,０００円、栗の子保育園大規模修繕補助金２,１

８０万６,０００円、子ども医療費１億４,４５３万２,０００円、児童館ＬＥＤ化

工事１,９４８万１,０００円など、前年度比１億５,１０１万５,０００円増の３８

億５,９６９万２,０００円を計上するものであります。 

  次に、衛生費といたしまして、予防事業委託料１億１,６０１万３,０００円、総

合保健福祉センター指定管理料１億２,０００万円、新型コロナウイルスワクチン

接種事業費１億１,６０４万７,０００円、塵芥収集運搬費２億７８５万１,０００

円、須恵町外二ヶ町清掃施設組合負担金３億６,６２８万８,０００円など、前年度
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比３,５３６万２,０００円増の１４億４２７万８,０００円を計上するものであり

ます。 

  次に、農林水産業費におきましては、荒廃森林整備事業３,３４６万１,０００円

など、前年度比１,１７７万５,０００円減の１億５,５９３万１,０００円を計上す

るものであります。 

  次に、土木費におきましては、道路橋梁維持補修工事費等１億６,６８３万８,０

００円など、前年度比３,７２５万９,０００円増の３億２,４３６万１,０００円を

計上するものであります。 

  次に、消防費におきましては、粕屋南部消防本部組合分担金３億２,７６４万８,

０００円など、前年度比２,４００万１,０００円減の３億９,９７０万円を計上す

るものであります。 

  次に、教育費におきましては、篠栗小学校屋上防水改修工事等２,７８０万３,０

００円のほか、各小中学校の改修工事等に２,１１８万３,０００円、カブトの森公

園テニスコートＬＥＤ化工事等３,１２０万３,０００円など、前年度比５,５７７

万７,０００円増の１０億４,１７７万４,０００円を計上するものであります。 

  次に、公債費におきましては、起債元金及び利子償還費用といたしまして、前年

度比２,７６８万６,０００円増の８億３,７０４万６,０００円を計上するものであ

ります。 

  最後に、諸支出金におきましては、特別会計等への繰出金６億４,８１６万７,０

００円など、前年度比４７万６,０００円減の６億７,３００万９,０００円を計上

するものであります。 

  また、地方債につきましては、臨時財政対策債のほか、５つの事業債を総額４億

７,７５８万５,０００円計上するものであります。 

  議案第２５号は、「令和３年度篠栗町国民健康保険特別会計予算について」であ

ります。 

  予算総額は、２７億４,９５６万５,０００円で、前年度当初予算額に対し約０.

８％の減となっております。 

  歳入の主なものといたしまして、国民健康保険税５億９６４万６,０００円、県

の保険給付費等交付金１９億５,６９１万１,０００円を計上いたしております。 

  歳出の主なものといたしましては、保険給付費１９億１,１７７万２,０００円、

国民健康保険事業費納付金７億５,４１２万６,０００円を計上いたしております。 

  議案第２６号は、「令和３年度篠栗町後期高齢者医療特別会計予算について」で
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あります。 

  予算総額は、４億３,２６５万円で、前年度当初予算額に対し約０.７％の増とな

っております。 

  歳入の主なものといたしまして、後期高齢者医療保険料３億１,８６７万１,００

０円、一般会計繰入金１億１,３９７万１,０００円を計上いたしております。 

  歳出の主なものといたしまして、後期高齢者医療広域連合納付金４億１,０４８

万８,０００円を計上いたしております。 

  議案第２７号は、「令和３年度篠栗町篠栗北地区産業団地整備事業特別会計予算

について」であります。 

  予算総額は、１３億６,６２９万８,０００円となっております。 

  歳入の主なものといたしましては、土地売払収入１３億６,６２９万８,０００円

を計上いたしております。 

  歳出の主なものといたしましては、篠栗北地区産業団地開発事業費２,３９８万

円、償還金利子及び割引料５億５,０５９万７,０００円、繰出金７億９,１７２万

１,０００円を計上いたしております。 

  議案第２８号は、「令和３年度篠栗町水道事業会計予算について」であります。 

  予算総額は、対前年度比では、収益的収入７.１％増、支出２.８％増となり、資

本的収入１３.１％減、支出６.３％減であります。 

  収益的収入及び支出におきましては、収益的収入５億７,５９６万３,０００円、

同支出５億４,５１３万１,０００円で３,０８３万２,０００円の黒字予算となって

おります。 

  収入の主なものといたしましては、水道使用料５億３,８６０万５,０００円を計

上いたしております。 

  支出の主なものといたしましては、福岡地区水道企業団受水費１億９,７２５万

７,０００円、支払利息２,１１８万３,０００円を計上いたしております。 

  資本的収入及び支出におきましては、資本的収入１億９,０３０万円、同支出３

億２,０７８万円で１億３,０４８万円の赤字予算となっておりますが、不足する額

は、損益勘定留保資金等約７億５４２万３,０００円から補填する予定であります。 

  収入の主なものといたしましては、企業債１億９,０３０万円を計上いたしてお

ります。 

  支出の主なものといたしましては、建設改良費２億３０万円、企業債償還金１億

１,７３９万５,０００円を計上いたしております。 
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  議案第２９号は、「令和３年度篠栗町流域関連公共下水道事業会計予算につい

て」であります。 

  予算総額は、対前年度比では、収益的収入２.３％減、支出１.６％減となり、資

本的収入１７.３％減、支出１６.６％減であります。 

  収益的収入及び支出におきましては、収益的収入８億６,９２３万２,０００円、

同支出８億６,８３１万６,０００円で９１万６,０００円の黒字予算となっており

ます。 

  収入の主なものといたしましては、下水道使用料４億８,６１６万２,０００円、

他会計負担金１億２,８５０万円を計上いたしております。 

  支出の主なものといたしましては、流域下水道維持管理負担金２億６,８６６万

５,０００円、支払利息１億４４１万円を計上いたしております。 

  資本的収入及び支出におきましては、資本的収入４億２１７万４,０００円、同

支出５億６,０１３万１,０００円で１億５,７９５万７,０００円の赤字予算となっ

ておりますが、不足する額は、損益勘定留保資金等約３億５,４３９万２,０００円

から補填する予定であります。 

  収入の主なものといたしましては、企業債２億６,９９０万円、他会計負担金１

億３,０００万円を計上いたしております。 

  支出の主なものといたしましては、建設改良費１,７６０万円、流域下水道建設

負担金３,３３７万２,０００円、企業債償還金５億９０２万６,０００円を計上い

たしております。 

  以上が、本定例会に提案いたしました議案の提案理由でございます。 

  慎重審議方よろしくお願いいたします。 

○議長（阿部 寛治） ただいまの提案理由の説明に対し、大綱質疑を行います。 

  質疑はありませんか。 

  はい、荒牧議員。 

○議員（荒牧 泰範） 議案の否決・可決は、採決日までわからないわけですが、ど

ういう採決結果になろうとも対応できる議事運営をするべきと思うんですが、これ

までも、関係のある議案、例えばリンクする議案、一般会計から特別会計への繰り

出しの予算があって、それを受ける特別会計があったとしたら、この場合、どちら

か１つ否決されたら、後日、片方を補正すれば済むと思うんですが、今回の場合の

この議案第１４号・１５号。１４号が可決されて町道を廃止して、１５号が否決さ

れたときは、その場合、その当該土地は町有地であるけれども、都市整備課が持っ
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ている道路橋梁維持費を投入できない。要するに、道路行政の空白を生むと思う、

というか、空白を生むわけですね。 

そうなるとこの場合は、面倒かもしれません、町長はじめ執行部の方がやらん

としてらっしゃることはわかりますが、運営上、１５号の方が先、まず起点・終点

その他の整理をしておいて、１４号としてあと１５号で除外するやつを１,０００

番台か何かの飛び番に振っといて可決した後に、１５号においてその飛び番分を削

除する提案をする、という形にしないと、非常におかしなことになると思うんです

が、いかがでしょうか。 

○議長（阿部 寛治） 考え方やな。 

○町長（三浦 正） 議長。 

○議長（阿部 寛治） 町長、どうぞ。 

○町長（三浦 正） ただいま、荒牧議員がおっしゃいました第１４号と第１５号の

件につきましては、言われることは大変よくわかりました。 

  私ども議案を提案する際に、１４号でまず今の不具合の部分を全部解消するため

に廃止し１５号で改めて全部を設定する、と１４号・１５号をセットで理解してい

ただこうということで提案したところでございますが、今おっしゃるように、仮に

１５号が否決されたときに、町道が１つもないというようなことにもなるわけでご

ざいますので、これについては、十分今後このような提案をする際には、しっかり

とその辺の状況を鑑みながら提案しなければいけないと思っておりますが、１４

号・１５号については、この議案という形でご審議いただければありがたいと思っ

ておりますので、よろしくお願いいたします。 

○議員（荒牧 泰範） 終わります。 

○議長（阿部 寛治） 荒牧議員が「よろしゅうございます」ということで、質疑を

終わります。 

  日程第４、「議案の委員会付託について」を議題といたします。 

  議案第３号から議案第２９号までの２７議案を一括議題といたします。 

  お諮りいたします。 

  ただいま議題となっております議案のうち、議案第３号から議案第６号までは人

事案件ですので、委員会への付託は省略し、本日の日程といたします。 

  これに、ご異議ありませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（阿部 寛治） 異議なしと認めます。 
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  よって、そのように決定いたしました。 

  次に、議案第７号から議案第１９号までの１３議案につきましては、議案付託表

のとおり、総務建設、文教厚生、それぞれ所管の常任委員会に付託したいと思いま

す。 

  これに、ご異議ありませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（阿部 寛治） 異議なしと認めます。 

  よって、そのように付託することに決定いたしました。 

  次に、議案第２０号から議案第２９号までの予算関連１０議案につきましては、

「議長を除く１１人で構成する予算特別委員会」を設置し、これに付託したいと思

います。 

  これに、ご異議ありませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（阿部 寛治） 異議なしと認めます。 

  よって、そのように付託することに決定いたしました。 

  なお、予算特別委員会の正副委員長については、申し合せにより、委員長は、７

番、 栗須信治議員、副委員長は、５番 、古屋宏治議員です。 

  予算審査は、補正予算の審査に引き続き、当初予算の審査に入ります。 

  次に、規則４件については、所管の常任委員会の報告を受けていただきたいと思

います。 

  よろしいでしょうか。 

  次に、お諮りします。 

  本日上程されました議案のうち、議案第１３号「財産の処分について」は、本日

の日程といたします。 

  これに、ご異議ありませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（阿部 寛治） 異議なしと認めます。 

  よって、そのように決定いたしました。 

  それでは、ここで本会議を暫時休止といたします。 

  これより、引き続き、総務建設常任委員会を開催しますので、第１委員会室にお

集まりください。 

  文教厚生常任委員会の皆様は、このまま本会議場で待機してください。 
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休止 午前１１時０１分 

再開 午前１１時１４分 

○議長（阿部 寛治） 本会議を再開いたします。 

  日程第５、議案第３号「副町長の選任について」を議題といたします。 

  議案の説明を立花総務課長に求めます。 

  立花総務課長。 

○総務課長（立花 博友） それでは、議案を説明いたします。 

  議案第３号「副町長の選任について」 

  次の者を副町長に選任したいので、地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第１

６２条の規定により、議会の同意を求める。 

  【記】 

  住所 糟屋郡久山町大字猪野１４８０番地３３ 

  氏名 大塚 哲雄 

  生年月日 昭和３３年１０月１４日 

  令和３年３月４日提出、篠栗町長 三浦 正 

  （提案理由） 

  松田秀幹副町長が、令和２年１１月１９日に逝去されたため、令和３年４月１日

から、新たに副町長として 大塚哲雄氏を選任することについて、地方自治法第１

６２条の規定により、議会の同意を求めるものでございます。 

  なお、次ページに履歴書を掲載いたしております。 

  なお、任期は、地方自治法の規定によりまして、４年でございます。 

  以上でございます。 

○議長（阿部 寛治） ただいまの立花総務課長の説明に対し、質疑を行います。 

  質疑はありませんか。 

  質疑なしと認めます。 

  お諮りします。 

  本案は人事案件でございますので、討論は省略したいと思います。 

  これに、ご異議ありませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（阿部 寛治） 異議なしと認め、討論を省略し、これより採決を行います。 

  本案に賛成の方は、ご起立願います。 

（賛成者起立） 
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○議長（阿部 寛治） 出席者全員賛成と認めます。 

  よって、議案第３号は、原案のとおり同意することに決定いたしました。 

  日程第６、議案第４号「篠栗町監査委員の選任について」を議題といたします。 

  議案の説明を立花総務課長に求めます。 

  はい、立花総務課長。 

○総務課長（立花 博友） 議案第４号「篠栗町監査委員の選任について」 

  次の者を監査委員に選任したいので、地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第

１９６条の規定により、議会の同意を求める。 

  【記】 

  住所 糟屋郡篠栗町大字高田４９７番地２ ベンタナヒルズ篠栗１２－５０３号 

  氏名 石内 清之 

  生年月日 昭和２９年９月１４日 

  令和３年３月４日提出、篠栗町長 三浦 正 

  （提案理由） 

  今長谷潔監査委員が、令和３年３月３１日をもって任期満了となるため、新たに

監査委員として石内清之氏を選任することについて、地方自治法第１９６条の規定

により、議会の同意を求めるものであります。 

  次ページに履歴書を掲載いたしておりますので、ご参照ください。 

  なお、任期は、地方自治法の規定により、４年でございます。 

  以上でございます。 

○議長（阿部 寛治） ただいまの総務課長の説明に対し、質疑を行います。 

  質疑はありませんか。 

  質疑なしと認めます。 

  お諮りします。 

  本案も人事案件でございますので、討論を省略したいと思います。 

  これに、ご異議ありませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（阿部 寛治） 異議なしと認め、討論を省略し、これより採決を行います。 

  本案に賛成の方は、ご起立願います。 

（賛成者起立） 

○議長（阿部 寛治） 出席者全員賛成と認めます。 

  よって、議案第４号は、原案のとおり同意することに決定いたしました。 
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  日程第７、議案第５号「人権擁護委員の推薦につき意見を求めることについて」

を議題といたします。 

  議案の説明を平山福祉課長に求めます。 

  はい、平山課長。 

○福祉課長（平山 智久） 議案の説明をいたします。 

  議案第５号「人権擁護委員の推薦につき意見を求めることについて」 

  次の者を人権擁護委員として推薦したいので、人権擁護委員法（昭和２４年法律

第１３９号）第６条第３項の規定により、議会の意見を求める。 

  【記】 

  住所 糟屋郡篠栗町中央六丁目２６番２３号 

  氏名 十時 和子 

  生年月日 昭和２２年４月６日 

  令和３年３月４日提出、篠栗町長 三浦 正 

  （提案理由） 

  人権擁護委員十時和子氏が、令和３年６月３０日をもって任期満了となるため、

再任の候補者として法務大臣に推薦するもの。 

  履歴書等につきましては、次ページに掲載しておりますので、ご参照をお願いい

たします。 

  なお、任期につきましては、令和３年７月１日から令和６年６月３０日まででご

ざいます。 

○議長（阿部 寛治） ただいまの福祉課長の説明に対し、質疑を行います。 

  質疑はありませんか。 

  質疑なしと認めます。 

  お諮りします。 

  本案も人事案件でございますので、討論は省略したいと思います。 

  これに、ご異議ありませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（阿部 寛治） 異議なしと認め、討論を省略し、これより採決を行います。 

  本案に賛成の方は、ご起立願います。 

（賛成者起立） 

○議長（阿部 寛治） 出席者全員賛成と認めます。 

  よって、議案第５号は、原案のとおり同意することに決定いたしました。 
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  日程第８、議案第６号「篠栗町農業委員会委員の任命について」を議題といたし

ます。 

  議案の説明を井上産業観光課長に求めます。 

  はい、井上課長。 

○産業観光課長（井上 勝則） では、議案の説明をいたします。 

  議案第６号「篠栗町農業委員会委員の任命について」 

  次の者を篠栗町農業委員会の委員に任命したいので、農業委員会等に関する法律

（昭和２６年法律第８８号）第８条第１項の規定により、議会の同意を求める。 

  【記】 

  住所 糟屋郡篠栗町大字篠栗２１４６番地 

  氏名 平井 眞澄 

  生年月日 昭和２８年２月９日 

  任期 令和３年４月１日から令和５年７月１９日まで 

  令和３年３月４日提出、篠栗町長 三浦 正 

  （提案理由） 

  篠栗町農業委員会委員１名が、令和２年１２月１９日をもって辞職となったため。 

  新委員１名の任命について、議会の同意を求めるものでございます。 

  履歴書等につきましては、次ページに掲載しておりますので、ご参照お願いいた

します。 

  以上でございます。 

○議長（阿部 寛治） ただいまの産業観光課長の説明に対し、質疑を行います。 

  質疑はありませんか。 

  質疑なしと認めます。 

  お諮りします。 

  本案は人事案件でございますので、討論は省略したいと思います。 

  これに、ご異議ありませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（阿部 寛治） 異議なしと認め、討論を省略し、これより採決を行います。 

  本案に賛成の方は、ご起立願います。 

（賛成者起立） 

○議長（阿部 寛治） 出席者全員賛成と認めます。 

  よって、議案第６号は、原案のとおり同意することに決定いたしました。 



－ 24 －

  日程第９、議案第１３号「財産の処分について」を議題といたします。 

  本案は、総務建設常任委員会に付託しておりましたので、委員長の報告を求めま

す。 

  古屋委員長。 

○総務建設常任委員長（古屋 宏治） 報告いたします。 

  議案第１３号「財産の処分について」 

  本議案は、篠栗北地区産業団地開発事業において、造成した土地を工場等の用地

として売却するため、篠栗町議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に

関する条例第３条の規定に基づき、議会の議決を求められたものであります。 

  売却する土地について、 

所在     篠栗町彩り台３４６番１１ 

面積     １万６,８２４.８６平方メートル 

売却額    ８億３,４５１万３,０５６円 

売却の相手方 福岡県糟屋郡久山町大字猪野１４４２番２番地  

株式会社 久原本家食品  

代表取締役 河邉 哲司 

 に売却するものであります。 

  当委員会において慎重審査の上、採決の結果、出席者全員賛成にて原案のとおり

可決いたしております。 

  以上、報告を終わります。 

○議長（阿部 寛治） ただいまの委員長の報告に対し、質疑を行います。 

  質疑はありませんか。 

  質疑なしと認めます。 

  次に、討論を行います。 

  討論はありませんか。 

  ないようですので討論を終結し、ただいまから採決を行います。 

  本案に対する委員長の報告は、可決です。 

  本案を委員長報告のとおり、決定することに賛成の方は、ご起立願います。 

（賛成者起立） 

○議長（阿部 寛治） 出席者全員賛成と認めます。 

  よって、議案第１３号は、委員長報告のとおり可決されました。 

  以上で、本日の日程は、全て終了いたしました。 



－ 25 －

  これをもちまして散会といたします。 

散会 午前１１時２６分 


